
　�労使トラブルの円満な解決を
お手伝いします

「解雇・雇止め」「労働条件の見直し」「パワ「解雇・雇止め」「労働条件の見直し」「パワ
ハラ」など労働者と会社のトラブルでお困りハラ」など労働者と会社のトラブルでお困り
のことはありませんか。県労働委員会が中立・のことはありませんか。県労働委員会が中立・
公正な立場であっせんを行い、トラブル解決公正な立場であっせんを行い、トラブル解決
をお手伝いします。手続は簡単・無料、秘密をお手伝いします。手続は簡単・無料、秘密
厳守です。どうぞご利用ください。厳守です。どうぞご利用ください。

問   埼玉県労働委員会事務局  埼玉県労働委員会事務局
　　☎ 048-830-6452　　☎ 048-830-6452

　�健 康長寿歯科健診
埼玉県後期高齢者医療広域連合では、前年度埼玉県後期高齢者医療広域連合では、前年度
中に 75 歳または 80 歳になられた後期高齢中に 75 歳または 80 歳になられた後期高齢
者医療被保険者証をお持ちの方を対象に、健者医療被保険者証をお持ちの方を対象に、健
康長寿歯科健診を実施します。お口の健康は、康長寿歯科健診を実施します。お口の健康は、
全身の健康につながります。疾病の予防や健全身の健康につながります。疾病の予防や健
康増進のため、ぜひ受診してください。申込康増進のため、ぜひ受診してください。申込
手続等の詳細は、6 月下旬に送付する受診案手続等の詳細は、6 月下旬に送付する受診案
内をご覧ください。内をご覧ください。

問   埼玉県後期高齢者医療広域連合 給付課   埼玉県後期高齢者医療広域連合 給付課 
☎ 048-833-3130☎ 048-833-3130

広告

「声の広報ときがわ」は、「朗読ボランティアときがわ」の「声の広報ときがわ」は、「朗読ボランティアときがわ」の
皆さんの協力を得て、音声で町広報紙を聴くことができ皆さんの協力を得て、音声で町広報紙を聴くことができ
ます。町ホームページ、または下記の二次元コードからます。町ホームページ、または下記の二次元コードから
アクセスが可能です。広報を発行した日から10日前後にアクセスが可能です。広報を発行した日から10日前後に
町ホームページで配信します。そのほかに、町ホームページで配信します。そのほかに、
ＣＤやテープでもお渡ししておりますので、ＣＤやテープでもお渡ししておりますので、
お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。
問     総務課 自治人権担当 ☎65-0401総務課 自治人権担当 ☎65-0401

声の広報ときがわ

　6月20日～7月19日は
　ダメ。ゼッタイ。普及運動
　実施期間です
大麻・覚せい剤・麻薬・危険ドラッグなど大麻・覚せい剤・麻薬・危険ドラッグなど
の薬物乱用は、自分の人生だけでなく、家の薬物乱用は、自分の人生だけでなく、家
族や友人の人生までも狂わせてしまいます。族や友人の人生までも狂わせてしまいます。

「ちょっとなら」といった甘い考えは命取り「ちょっとなら」といった甘い考えは命取り
です。薬物乱用は 1 回でも「ダメ。ゼッタイ。」です。薬物乱用は 1 回でも「ダメ。ゼッタイ。」
県では、「彩の国さいたま『ダメ。ゼッタイ。』県では、「彩の国さいたま『ダメ。ゼッタイ。』
普及運動」として募金活動等を実施します。普及運動」として募金活動等を実施します。
正しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶しま正しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶しま
しょう。薬物でお困りの方はご相談ください。しょう。薬物でお困りの方はご相談ください。

問  東松山保健所 生活衛生・薬事担当 東松山保健所 生活衛生・薬事担当
　　☎ 22-0280　　☎ 22-0280

　第3次
　ときがわ町男女共同参画プランを
　策定しました
町では、第 3 次ときがわ町男女共同参画プ町では、第 3 次ときがわ町男女共同参画プ
ランを策定しました。これは、第 2 次の計ランを策定しました。これは、第 2 次の計
画期間満了に伴うもので、策定に当たっては、画期間満了に伴うもので、策定に当たっては、
近年の社会情勢や住民意識調査等を踏まえ、近年の社会情勢や住民意識調査等を踏まえ、
計画策定委員会にて協議を重ねました。令和計画策定委員会にて協議を重ねました。令和
4 年度以降は、新しいプランに基づき、男女4 年度以降は、新しいプランに基づき、男女
共同参画社会の実現に向けて更なる取組を推共同参画社会の実現に向けて更なる取組を推
進します。詳しくは町 HP をご覧ください。進します。詳しくは町 HP をご覧ください。

問  総務課 ☎ 65-0401 総務課 ☎ 65-0401

　埼玉県ネットアドバイザー
　を募集します
県では、学校等で保護者や子どもたちにイン県では、学校等で保護者や子どもたちにイン
ターネット利用適正化の啓発講座を行うネッターネット利用適正化の啓発講座を行うネッ
トアドバイザーを養成します。応募条件等、トアドバイザーを養成します。応募条件等、
詳しくは県の HP をご覧ください。詳しくは県の HP をご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0307/shinkiyosei.htmla0307/shinkiyosei.html

問  埼玉県青少年課  埼玉県青少年課 
　　☎ 048-830-5858　　☎ 048-830-5858

境
界境

界
道路民地 民地

※ 台風や大雪などの緊急時の災害対応に限り、個人※ 台風や大雪などの緊急時の災害対応に限り、個人
等の所有木を切る場合があります。等の所有木を切る場合があります。

※ 作業するときには、通行車両、自転車、歩行者の※ 作業するときには、通行車両、自転車、歩行者の
安全確保と樹木からの転落防止などに十分気をつ安全確保と樹木からの転落防止などに十分気をつ
けてください。けてください。

※ 電線、電話線等がある箇所での作業は、設備を破※ 電線、電話線等がある箇所での作業は、設備を破
損させる可能性がありますので、事前に最寄りの損させる可能性がありますので、事前に最寄りの
東京電力、NTT等の電線の管理者に連絡し、立会東京電力、NTT等の電線の管理者に連絡し、立会
いのもとで行ってください。いのもとで行ってください。

渡邉町長（写真左）に計画素案を手渡すときがわ町渡邉町長（写真左）に計画素案を手渡すときがわ町
男女共同参画計画策定委員会の村田朝子会長（同中男女共同参画計画策定委員会の村田朝子会長（同中
央）と岡野和義副会長（同右）央）と岡野和義副会長（同右）

問  建設環境課 ☎ 65-1539 建設環境課 ☎ 65-1539

　道路上に張り出している
　樹木等の適正管理のお願い
所有する土地から道路や隣接地への倒木や枝所有する土地から道路や隣接地への倒木や枝
の張り出しにより、家屋等に被害が出たり通の張り出しにより、家屋等に被害が出たり通
行中の車両が破損したりする事故が発生して行中の車両が破損したりする事故が発生して
います。こいます。これらのことが原因で道路上で事故れらのことが原因で道路上で事故
が発生した場合、が発生した場合、樹木の土地所有者が損害賠
償責任を問われることがあります。。道路や隣道路や隣
接地への倒木の恐れがあるもの、道路へ張り接地への倒木の恐れがあるもの、道路へ張り
出した枝等については、出した枝等については、土地所有者が責任を
持って適正な管理をお願いします。。

　消防職員を募集します
比企広域消防本部では消防職員を募集します。比企広域消防本部では消防職員を募集します。

職種     消防職 6 名程度消防職 6 名程度（救急救命士資格者含む）（救急救命士資格者含む）

資格     ①平成8年4月2日以降に生まれた方①平成8年4月2日以降に生まれた方
　　　　 　　　　 （大学卒業・令和 5 年 3 月卒業見込）（大学卒業・令和 5 年 3 月卒業見込）

　　　　　　   ②平成10年4月2日以降に生まれた方 ②平成10年4月2日以降に生まれた方
　　　 　　　　 　（短大卒業・令和 5 年 3 月卒業見込）（短大卒業・令和 5 年 3 月卒業見込）

　　　　　　   ③平成12年4月2日以降に生まれた方 ③平成12年4月2日以降に生まれた方
　　　　 　　　　 （高校卒業・令和 5 年 3 月卒業見込）（高校卒業・令和 5 年 3 月卒業見込）

　　　　　　    ④ ④ 平成6年4月2日以降に生まれた方で、平成6年4月2日以降に生まれた方で、
高校卒業以上の学歴を有し、かつ、救高校卒業以上の学歴を有し、かつ、救
急急救命士の資格を取得している方救命士の資格を取得している方

　　　　 　　　　 （（令和5令和5年3月免許取得見込みの方を含む）年3月免許取得見込みの方を含む）

試験     9月18日㈰ 8時30分集合 9時開始9月18日㈰ 8時30分集合 9時開始

会場     比企広域消防本部比企広域消防本部

受付    8月1日㈪～5日㈮の9時～16時に 8月1日㈪～5日㈮の9時～16時に
　　　　　　    比企広域消防本部管理課  比企広域消防本部管理課（東松山市大字（東松山市大字

上野本 1300-1）上野本 1300-1）へ申込み　へ申込み　
　　　　 ※ 申込み願書は、消防本部、消防署、分署及　　　　 ※ 申込み願書は、消防本部、消防署、分署及

びホームページ内にありますびホームページ内にあります。。

問  比企広域消防本部管理課 ☎ 23-2265 比企広域消防本部管理課 ☎ 23-2265
 　　【HP】　http://www.hiki-saitama.jp/119/ 　　【HP】　http://www.hiki-saitama.jp/119/
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